
【企画】 【取扱旅行会社】

〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1133番地の1

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きに関する責任者です。ご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がご
ざいましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

神奈川県知事登録旅行業第3-1269号

総合旅行業務取扱管理者：原田 博司
※休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。

TEL:0465-39-3900  FAX:0465-36-3232
営業日・営業時間：9：00～18：00 （土・日曜・祝祭日は休み）

杉崎運輸株式会社 トラベル事業部 
〒250-0853 神奈川県小田原市堀之内24

中南信用金庫第35回年金友の会

ホテル外観（イメージ）写真提供：陽日の郷 あづま館

にほんまつ情報館
お祭り広場（イメージ）

写真提供：二本松市産業部観光課

露天岩風呂（イメージ）
写真提供：陽日の郷 あづま館

二の大浴場（イメージ）
写真提供：陽日の郷 あづま館

東日本大震災復興15年
震災の記憶と復興の力をめぐる

1泊の旅

ツ
ア
ー
の
ポ
イ
ン
ト

❶宿泊の岳温泉は美容効果の高い酸性泉で、日本百名山の安
達太良山麓に位置し、平安時代より続く歴史ある名湯です。
❷東日本大震災の福島県内の被災地を巡ります。浪江町はまだ
復興にはいたりませんが、復興シンボルの「道の駅なみえ」、
震災遺構の「浪江町立請戸小学校」を見学します。
❸石垣に大きな被害を受けた「白河小峰城」ではボランティア
ガイドの解説で見学します。
❹1階の天井部分まで水没した「いわき・ラ・ラ・ミュウ」の
2階には、いわきの東日本大震災展が開催中です。
❺岳温泉のある二本松市のシンボル的存在「霞が城公園」。
その威容を表わす「箕輪門」、戊辰戦争で若き命を散らした
「少年隊群像」、二本松市の発展の歴史を保存する「にほん
まつ情報館」を見学します。

●お願い：この旅程は各地の道路状況により経路及び時間が変更になることがありますので、お手数ですが現地で出発時間をご確認ください。

本店、下中支店、国府支店、中井支店、中里支店
第1班 2026年 3月3日㈫

二宮支店、平塚支店、茅ケ崎支店、さかま支店、高麗支店、中原支店
第2班 2026年 3月4日㈬

旭支店、四之宮支店、伊勢原支店、高森支店、厚木南支店、林支店
第3班 2026年 3月5日㈭

日次

1

2

行　　程 食 事

朝：－

昼：○

夕：○

朝：○

昼：○

夕：－

各支店 ‖‖‖‖‖‖ 狭山PA（休憩） ‖‖‖‖ 上河内SA（休憩） ‖‖‖‖ お菓子の城那須ハートランド（昼食）‖‖‖‖

‖‖‖‖‖‖‖ ◎白河小峰城（ボランティアガイドと一緒に見学） ‖‖‖‖‖‖‖‖ 阿武隈PA（休憩）‖‖‖‖‖‖‖‖

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ ◎霞が城公園・にほんまつ情報館（見学） ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖  岳温泉（泊）

〈小田原厚木道路・圏央道〉 〈東北道〉

〈原町二本松線〉

〈東北道〉

〈東北道〉 〈東北道〉

〈常盤道〉

〈常盤道〉 〈圏央道〉 〈圏央道〉 〈  小田原  〉厚木道路

【60分】

【40分】

【70分】

【60分】

【60分】

【60分】

記入例／‖‖ バス、◎入場観光、○下車観光

 【ご宿泊】陽日の郷 あづま館

6:45～7:30頃 【15分】 【15分】

【15分】

11:30 12:30

16:30着15：10

13：00 14：00

16：10

岳温泉 ‖‖‖‖‖‖‖ 道の駅なみえ（買物） ‖‖‖‖‖‖‖‖ ◎震災遺構浪江町立請戸小学校（見学） ‖‖‖‖‖‖‖‖

‖‖ いわきら・ら・ミュウ（昼食） ‖‖ 友部SA（休憩） ‖‖ 菖蒲PA（休憩） ‖‖ 厚木PA又は平塚PA（休憩）‖‖ 各支店
8:20発 9：50 10：30 10：40 11：40

12：50 14：00 【15分】 【15分】 【15分】 18：45～19：30着

■ 出発日

■ ご旅行代金：お一人様 34,800円（4～6名1室）
 　　　　　　　　　 36,800円（3名1室）
 　　　　　　　　　 38,800円（2名1室）
　※1名様のお申し込みは、基本相部屋が条件となります。旅行代金は34,800円で承ります。
（旅行代金に含まれるもの）●観光バス代（バスガイド付）●宿泊代（1泊2食付）
　　　　　　　　　　　　●昼食代（2回）●入場料金 ●有料道路代等団体行動中の諸費用
（旅行代金に含まないもの）上記以外の個人的性格の費用
　　　　　　　　　　　 費用例…飲物代、クリーニング代、電話代など

■ 宿泊ホテル：陽日の郷 あづま館（和室利用）
■ 受 付 期 間：2025年12月15日(月)～2026年1月23日(金)

※定員になり次第締切らせていただきます。

■ 募 集 人 員：各班150名様　 ■ 最少催行人員：各班80名様
■ 集合・出発：お申込みいただいた方に後日お知らせします。
■ 添　乗　員：全行程、同行いたします。
■ お申込方法：参加申込書にご記入の上、旅行代金を添えて最寄りの中南信用金庫の店舗にお申込みください。
＊利用予定貸切バス会社：箱根登山バス（株）、杉崎運輸（株）　＊バスのお座席は指定席とさせていただき、原則申込み順となります。　＊バスの車内、昼食会場内は禁煙とさせていただきます。

あづま館料理（イメージ）
写真提供：陽日の郷 あづま館

白河小峰城（イメージ） 写真提供：白河観光物産協会

浪江町立請戸小学校（イメージ）
写真提供：浪江町立請戸小学校



（注）1名様でお申し込みの方は〇の記入は必要ございません。
※食物アレルギーのある方は、参加申込み時にお申し出ください。
※同室を希望されるお仲間の中でキャンセルする方が出た場合、1室利用人員の変更に伴い一人当たり旅行代金が変更されることがあります。予めご了承ください。

中南信用金庫第35回年金友の会参加申込書

 男・女
 男・女
 男・女
 男・女

自宅：
緊急連絡先（ご関係）：　　　　　　　　（　　　　）

自宅：
緊急連絡先（ご関係）：　　　　　　　　（　　　　）

自宅：
緊急連絡先（ご関係）：　　　　　　　　（　　　　）

自宅：
緊急連絡先（ご関係）：　　　　　　　　（　　　　）

（〒　　　－　　　　）

（〒　　　－　　　　）

（〒　　　－　　　　）

（〒　　　－　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

フリガナ
参加者氏名 年齢 性別 電話番号 ご 住 所 部屋割りを○で記入願います(注)

2名1室・3名1室・4名～6名1室

2名1室・3名1室・4名～6名1室

2名1室・3名1室・4名～6名1室

2名1室・3名1室・4名～6名1室

才

才

才

才

杉崎運輸株式会社 トラベル事業部 御中
●パンフレットに記載の旅行条件書に同意の上、旅行に申込みます。

受注型企画旅行取引条件説明書面 (旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面)
この旅行は、旅行実施者(以下「当社」といいます)がお客様（中南信用金庫様）のご希望により手配をお引き受けする受注型旅行であり、旅行日程表、旅行条件書に記載されたもの以外は次の通りとなります。
この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

神奈川県知事登録　旅行業種3-1269
杉崎運輸株式会社トラベル事業部
SUGIZAKI・トラベルサポート

神奈川県小田原市堀之内24

受注型企画旅行契約
⑴受注型企画旅行契約（以下「契約」といいます。）とは、当社がお
客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受ける
ことができる運送サービスの内容及びお客様が当社に支払うべき旅
行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、旅行を実施する旅
行契約をいいます。

契約のお申込み
⑴当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお
客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定
める金額の申込金を添えてお申込みいただきます。

⑵当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわ
らず、会員番号を当社に通知しなければなりません。

⑶当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任
者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一
切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。

⑷契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出
しなければなりません。

⑸当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うこと
が予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものでは
ありません。

⑹当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始
後においては、予め契約責任者が選任した構成者を制約責任者とみ
なします。

⑺健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や
心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある
方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬をお連
れの方その他特別な配慮を必要とする方は、上記4の期日までの早
い時期に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出くだ
さい。

⑻前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれ
に応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様
のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

⑼当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同
行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更するこ
と等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いた
だいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みを
お断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。

⑽お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又
は加療を必要とする状態になっと当社が判断する場合は、必要な措
置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご
負担になります。

契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあり
ます。
⑴お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を
妨げるおそれがあるとき。

⑵通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレ
ジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部
を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

⑶お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判
明したとき。

⑷お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や
暴力を用いる行為などを行ったとき。

⑸お客様が風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は
業務を妨害する行為などを行ったとき。

⑹当社の業務上の都合があるとき。

契約の成立時期
⑴契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受理したときに成立し
ます。

⑵当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもっ
て申込金の支払いを受けることなく、契約の申し込みを受けること
があります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付し
たときに成立します。

⑶申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様が当社に支払う金銭の
一部に充当します。

⑷通信契約は、1の規定にかかわらず、当社が当該申し込みを承諾す
る旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。

契約書面の交付
⑴当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービ
スの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を
掲載した契約書面を交付します。

⑵契約書面を交付した場合に、当社が契約により手配し旅程を管理す
る義務を負う旅行サービスの範囲は、1の契約書面の記載するとこ
ろによります。

確定書面
⑴契約書面において、確定された旅行日程及び利用予定の宿泊機関及
び表示上必要な運送期間の名称を記載できない場合には、当該契約
書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送期間の名称
を列挙した上で、当該契約書面の交付後、旅行開始日の前日（旅行
開始日の前日からさかのぼって7日目以降に契約の申し込みがなさ
れた場合にあっては、旅行開始日）までに、これらの確定状況を記
載した確定書面を交付します。

⑵前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様からの問合
わせがあったときには、確定書面の交付前であっても、当社は、可
能な限り迅速かつ適切にこれに回答します。

⑶確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を
負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定
されます。

お客様の交代
⑴お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すこと
ができます。この際、当社の定める交代に要する手数料をいただき
ます。（既に発行している場合、別途再発行に関わる費用を請求す
る場合があります。)

⑵当社は、1にかかわらず、利用運送期間・宿泊機関がお客様の交代
に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

旅行契約内容・旅行代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中
止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、
その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更する
ことがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあり
ます。著しい経済情勢の変動により通常予想変更される程度を大幅に
超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合も、旅行代
金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。

お客様による旅行契約の解除
⑴旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、
旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただきま
す。ご宿泊のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金
をそれぞれいただきます。お客様のご都合で旅行開始日あるいは
コースを変更される場合、また、申込人数から一部の人数を取消さ
れる場合も、下記取消料の対象となります。

⑵旅行代金が期日までに支払われない時は、当社は当該期日の翌日に
おいてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料の料率で違約
料をいただきます。

⑶お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄
とみなし、一切の払戻しをいたしません。

⑷お客様は以下の場合においては、旅行開始前に取消料を支払うこと
なく旅行契約を解除できます。
イ.契約内容に下記「旅程保証」の変更補償金の支払い対象に該当す
る変更及びその他の重要な変更があったとき。

ロ.著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定に
よって旅行代金が大幅に増額されたとき。

ハ.当社が、旅行開始日の前日までに確定書面をお送りしなかった場
合。

ニ.当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不
可能となったとき。

当社による旅行契約の解除(一部例示)
下記の場合、旅行契約を解除することがあります。
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
・申込み条件の不適合。
・お客様が病気、団体行動への支障、その他の事由により、旅行の円
滑な実施が不可能なとき。

・天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の
中止、官公署の命令、その他の当社の関与しえない事由により、旅
行の実施が不可能となったとき。

当社の責任
⑴当社は、当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害
を賠償いたします。お荷物に関する損害賠償は15万円（ただし、当
社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。）
を限度として賠償いたします。

⑵次のような場合は原則として責任を負いません。
　お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス
中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与しえない
事由により損害を被ったとき。

旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、当社受注型機買う旅
行の規定によりその変更内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗
じた額の変更補償金を支払います。ただし、サービスの提供の日時及
び順序の変更は対象外となります。一旅行契約について支払われる変
更補償金の額は、旅行代金の15％を限度とします。また、一旅行契約
についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支
払いません。

確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書
面」と読み替えた上で、この表を適用します。

お客様の責任
⑴お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客
様は損害を賠償しなければなりません。
⑵お客様は、当社から提供される情報を活用し説明書面に記載された
旅行者の権利・義務、その他旅行契約の内容について理解するよう
努めなければなりません。
⑶お客様は、旅行開始後に確定書面に記載された旅行サービスについ
て、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当
社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
⑷旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに別途お知らせする連絡
先又は当社にご通知ください。

お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内するこ
とがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購
入の際には、お客様ご自身の責任でご購入下さい。当社では、商品の交
換や返品等のお手伝いは致しかねますので、トラブルが生じないよう商
品の確認及びレシートの受け取りなど必ず行ってください。

特別補償
当社は、お客様が当社旅行参加中に、急激かつ外来な事故により生
命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別
補償規定により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入
院日数により2万円～20万円、通院見舞金として通院日数により1万
円～5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(だたし、一個
又は一対についての補償限度額は10万円)を支払います。
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一
切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った
損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、｢当該旅
行参加中｣とは致しません。

個人情報の取扱いについて
当社らは、お客様からの電話、郵便、ファクシミリ、インターネット
その他の通信手段によるお申込みや、ご旅行申込書、ご参加確認書、
アンケート等への記入等によりご提供いただいた個人情報を個人デー
タとして保有し、お客様との間の連絡のために利用させていただくほ
か、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関・土産
品店等の提供するサービス手配およびそれらのサービスの受領の為の
手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。お申込みいただく
際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくも
のとします。

受注型企画旅行契約約款について
この条件に定めない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に
よります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

その他
⑴当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑵この旅行条件は令和7年9月1日を基準としております。

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責
任者です。このご旅行の契約に関し。担当者からの説明にご不明な点
がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者のご質問ください。

取消日
（お取消しの連絡は弊社の営業時間内のみお受けします） 取消料

無料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

旅行開始日前日から起算してさかのぼって
①21日目にあたる日以降の解除
　（日帰り旅行の場合は11日目）
②20日目にあたる日以降の解除
　（日帰り旅行の場合は10日目)

7日目にあたる日以降の解除以降

旅行開始日の前日の解除

旅行当日の解除

旅行開始日後の解除または無連絡不参加

変更補償金の支払いが必要となる変更
1件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

1.5 3.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

⑴契約書面に記載した旅行開始日
又は旅行終了日の変更

⑵契約書面に記載した入場する観光地
又は観光施設(レストランを含みます)
その他の旅行の目的地の変更

⑶契約書面に記載した運送機関の等級
　又は設備のより低い料金ものへの変更
⑷契約書面に記載した運送機関の種類
又は会社名の変更
⑸契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる
空港の異なる便への変更

⑹契約書面に記載した本邦内と本邦外との間に
おける直行便の乗継便又は経由便への変更

⑺契約書面に記載した宿泊機関の種類
又は名称の変更

⑻契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、
設備、景観その他の客室の条件の変更


